
 - 1 - 

令和５年度 東京都立立川国際中等教育学校 生徒募集要項 

 

○一般枠募集 

令和５年度における一般枠募集の入学者決定は、「令和５年度東京都立中等教育学校及び東京都

立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目」の「東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入

学者決定に関する実施要綱」（以下「実施要綱」という。）による。 

 

第１ 日程 

募集区分 一般枠募集 

出願受付 
令和５年１月１２日（木）から令和５年１月１８日（水）まで 

特定記録郵便（上記出願受付期間に立川郵便局に必着（郵便局留））により受付（上
記出願受付期間以降は受け付けない。） 

受検票交付 令和５年１月２５日(水)までに郵送(簡易書留)により交付 

検査 令和５年２月３日（金） 

発表 
令和５年２月９日（木） 午前９時 
校内に掲示及び東京都教育委員会の設置するウェブサイトに掲載 

入学手続 
令和５年２月９日（木）  午前９時から午後３時まで 
令和５年２月１０日（金） 午前９時から正午まで 

 

第２ 募集人員 

「令和５年度都立高等学校等第一学年生徒募集人員」に定める。 

 

第３ 応募資格 

第３－１ 本校に入学を志願することのできる者は、次の表①欄の(1)から(4)までのいずれかに該当し、 

中学校、特別支援学校の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍してい 

ない者で、かつ、②欄中の(1)又は(2)のどちらかに該当する者とする。 

① 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、特別支援学校の小学部又は義務教

育学校の前期課程（以下「小学校」という。）を令和５年３月に卒業又は修了（以下「卒業」とい

う。）する見込みの者 

(2) 令和５年３月３１日までに、日本国内において、外国人学校の教育により日本の６年の義務教

育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成２２年４月２日から平成２３

年４月１日までの間に出生した外国籍を有する者 

(3) 文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（日本人

学校）の当該課程を令和５年３月に修了する見込みの者 

(4) 令和５年３月３１日までに、外国に所在する学校（以下「現地校」という。）において、日本の

６年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成２２年４月２日

から平成２３年４月１日までの間に出生した者 

② 

(1) 保護者（本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は

父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。以下、本募集要項

において同じ。）と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学するこ

とが確実な者、又は都内の小学校に在学している者のうち、都内に住所を有し、入学後も引き続き

都内から通学することが確実で、次のアからエまでのいずれかに該当する者、あるいは、オに該当

する者。ただし、アからエまでのうち、保護者と同居していない場合は、具申書（様式 12）の提

出が必要。エに該当する者のうち都内に所在する児童福祉施設、又はオに該当する者のうち都外

に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童の場合は、具申書の提出は不要だが、

当該児童福祉施設の長からの「意見書」の提出が必要 

ア  父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、

兄姉等（以下「おじ等」という。）と同居している者 

イ 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居

している者 

ウ 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ
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等と同居している者 

エ その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者 

オ 都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校の小学部等を卒業する見込みの者又は都外に

所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校を卒業する見込みの者のう

ち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な者 

なお、東日本大震災（平成２３年３月１１日発生）、平成２８年熊本地震（平成２８年４月１４

日発生）、平成３０年７月豪雨、平成３０年北海道胆振東部地震（平成３０年９月６日発生）、令和

元年台風第１９号又は令和２年７月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害

救助法適用地域に住所を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難に

なった者（以下「災害に伴う被災者」という。）で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住

所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人

と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し

都内小学校に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場

合であっても志願することができる。その際、志願者が保護者と同居していない場合は、志願者と

保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、小学校の校長（以下「小学校長」という。）

は具申書(様式 12)を提出すること。 

(2) 第３－２に定める応募資格の審査を受け、承認を得た者 

 

第３－２ 応募資格審査等が必要な場合 

次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者は、東京都立中等教育学校及び東京都立中学校応募

資格審査取扱要項（４９ページ）に定める手続等により応募資格の審査を受け、出願についての承

認を得る必要がある。応募資格の審査及び出願についての承認は、本校校長が行う。 

なお、次の(1)から(5)までにおいて、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事

情により都内に志願者と同居できないときは、父又は母のどちらか一方と同居すればよい（(3)又は

(4)において身元引受人がいる場合を除く。）。その際、理由書（様式応６）及び父母のどちらか一

方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類の提出が必要である。 

(1) 保護者とともに都内に住所を有し、そこから都外の小学校に通学している者 

(2) 前記第３－１②欄の規定にかかわらず、住所が都外に存する者のうち、保護者とともに入学日

までに都内に転入することが確実な者 

(3) 前記第３－１①欄(3)又は(4)に該当する者のうち、保護者とともに入学日までに都内に転入す

ることが確実な者。ただし、日本国籍を有する者で、特別の事情により保護者が帰国できず、志

願者のみが帰国する場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいて、かつ、保護者(保護者

が父母である場合は、父又は母のどちらか一方でよい。)が志願者の入学後１年以内に帰国し、都

内に志願者と同居することが確実であることが必要である。 

(4) 都内の島しょの小学校を卒業する見込みの者で、入学日までに島しょ以外の都内へ転居するこ

とが確実な者（保護者の１人以上とともに転居する者又は身元引受人の住所に転居する者）は、

島しょからの転居に関する申立書（様式13）を提出することにより、応募資格の審査に代える。 

(5) 前記第３－１①欄(2)に該当する者 

(6）前記第３－１②欄なお書に該当する者は、転居に関する申立書（様式応３）及び転居を証明す

る書類（身元引受人と同居する場合は身元引受人承諾書（様式任意）及び身元引受人の住民票記

載事項証明書（様式応２））並びに罹（り）災証明書又は被災証明書等、当該災害の発生日現在、

当該災害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことを証明する書類を提出すること

により、応募資格の審査に代える。 

 

第４ 出願 

第４－１ 出願方法 

(1) 本校を志願する者は、他の東京都立中等教育学校及び東京都立中学校（以下「都立中学校」とい

う。）及び千代田区立九段中等教育学校への出願はできない。 

(2) 志願者は、本校校長宛てに、出願に要する書類等を出願受付期間に必着するよう、立川郵便局に

特定記録郵便（郵便局留）により提出する。ただし、本校の海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一

般枠募集の両方に出願する志願者の一般枠募集の出願方法は、海外帰国・在京外国人生徒枠募集の

第４－１及び第４－２による。 

なお、一度提出した出願に要する書類等は返却しない。 
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第４－２ 出願手続 

(1) 志願者は、次の書類等を本校校長宛てに、立川郵便局に特定記録郵便（郵便局留）により提出

する。 

(2) 出願に要する書類 

ア 入学願書（｢一般枠募集｣（様式２）） 

イ 報告書（様式３） 

  任意の封筒に入れ、本校校長宛ての親展扱いとして厳封すること。 

ウ 応募資格審査関係書類（本募集要項第３－２に該当する者のみ） 

エ 入学考査料 2,200円（所定の納付書により、納付書裏面に記載の納付場所で納付した領収証

書を入学願書の裏面に貼り付ける。） 

第４－３ 受検票の交付 

志願者の入学願書等を受け付けた本校校長は、一般枠募集の受検票を志願者宛てに郵送により交

付する。 

第４－４ 応募状況の発表 

応募状況の発表は、校内の掲示及び本校ホームページへの掲載により行う。発表の日時は、別に

定める。 

 

第５ 検査等の実施 

第５－１ 検査内容 

本校の特色に照らし、入学を希望する児童の将来の進路に対する目的意識、６年間の一貫教育の

中で学ぼうとする意欲、課題発見・解決能力、集団への適応性等、中高一貫教育校で求められる適

性をみるとともに創造力や協調性をみるものとする。 

第５－２ 検査等の方法 

適性検査Ⅰ及び適性検査Ⅱを実施する。 

(1) 適性検査Ⅰ 

独自問題で実施する。文章の内容を的確に読み取ったり、自分の考えを論理的かつ適切に表

現したりする力をみる。 

(2) 適性検査Ⅱ 

全問共同作成問題で実施する。資料から情報を読み取り、課題に対して思考・判断する力、

論理的に考察・処理する力、的確に表現する力などをみる。 

第５－３ 適性検査の検査時間等 

 

 

第６ 入学者を決定するための手続等 

第６－１ 検査等の取扱い 

一般枠募集の入学者の決定には、報告書、適性検査Ⅰ、適性検査Ⅱの結果を点数化したものを総

合した成績（以下「総合成績」という。）を用いる。 

それぞれの満点は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開始時刻～終了時刻 時間 実施内容 

集合 午前 ８時３０分   

第１時限 午前 ９時００分 ～ 午前 ９時４５分 ４５分 適性検査Ⅰ 

第２時限 午前１０時２５分 ～ 午前１１時１０分 ４５分 適性検査Ⅱ 

報告書の満点 適性検査の満点 
総合成績 

（得点合計の満点） 

２５０点 ７５０点 １０００点 
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総合成績の算出方法は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書（様式３）は、「各教科の学習の記録(５年、６年)」を、別表に基づいて点数化する。 

なお、「総合的な学習の時間の記録」等のその他の欄については点数化しない。 

 

別表 

各教科の学習記録 

 評定 評定 

５年 ６年 

３ ２ １ ３ ２ １ 

国 語 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

社 会 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

算 数 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

理 科 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

音 楽 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

図画工作 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

家 庭 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

体 育 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

外国語 ２０ １０ ５ ２０ １０ ５ 

学年毎の満点 １８０ １８０ 

「各教科の学

習記録」の満

点 

３６０ 

 

第６－２ 合格候補者の決定 

本校校長は、次の(1)から(3)までにより合格候補者を適切に決定する。 

なお、合格候補者を決定するための順位を定めるに当たっては、同順位が出ないようにする。 

(1) 男女別の募集人員の１０割に相当する人員まで、本校校長が定めた入学者の決定の方法によ

り、総合成績の順に決定し、これを男女別の合格候補者とする。 

(2) 上記(1)において男子（女子）が充足しないときは、合格候補者となっていない女子（男子）

から充足する。 

(3) 募集人員に対して過不足のないように入学者を決定するため、合格候補者となっていない者

のうちから、男女合同の総合成績の順により、一定数の者を繰上げ合格候補者とする。 

第６－３ 合格者等の決定 

本校校長は、本校に置く選考委員会の資料により、合格者及び繰上げ合格候補者を決定する。 

 

 
報告書点 適性検査Ⅰの得点 適性検査Ⅱの得点 

１００点（満点） １００点（満点） ３６０点（満点） 

２５０点（換算後） ７５０点 

２５０点（換算後） ５００点（換算後） 

＋ ＝ １０００点 
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第７ 合格者等の発表 

合格者の発表は、校内の掲示及び東京都教育委員会の設置するウェブサイトへの掲載により行

う。なお、合格者には一般枠募集合格通知書（様式５）を入学手続期間内に交付する。繰上げ合格

候補者には、繰上げ合格候補者通知書（様式６）を郵送により交付する（令和５年２月９日（木）

郵送）。 

 

第８ 入学手続 

第８－１ 入学意思確認書の提出 

合格者は、入学手続期間内に入学意思確認書（様式９）を提出し、入学手続を行う。 

入学手続期間内に入学意思確認書（様式９）を提出しない者は、合格を放棄したものとみなす。

ただし、やむを得ない事情により入学手続期間内に入学意思確認書（様式９）の提出ができない場

合には、入学手続期間内に本校に連絡し、入学意思を伝えること。本校校長は状況を把握の上、当

該合格者の入学手続の扱いを決定する。 

なお、やむを得ない事情とは、自己の責に帰さない事情であり、公共交通機関の遅延又は急病等

により、入学手続期間を過ぎる場合をいう。これによらない場合については、本校校長は都立学校

教育部高等学校教育課入学選抜担当と事前に協議の上、決定する。 

本校校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書（様式10）を交

付する。 

第８－２ 入学手続状況の発表 

入学手続状況の発表は、校内の掲示及び本校ホームページへの掲載により行う。発表の日時は、

別に定める。 

 

第９ 繰上げ合格者の決定 

入学手続人員が募集人員に達しない場合、本校校長は、入学手続状況の発表以降に、繰上げ合格

候補者の入学意思を順位に従って電話又は、これにより難い場合はその他の手段により速やかに確

認し、入学意思のある者を繰上げ合格者として決定し、繰上げ合格通知書（様式７）を交付する。 

繰上げ合格通知書（様式７）の交付を受けた者は、指定された手続期間内に入学意思確認書（様

式９）を提出し、入学手続を行う。 

指定された手続期間内に入学意思確認書（様式９）を提出しない者は、繰上げ合格を放棄したも

のとみなす。 

本校校長は、入学手続を完了し入学許可予定者となった者に対して、入学許可書（様式10）を交

付する。 

なお、本校校長は、２月末日を目途として期限を定め、募集人員を充足するために、繰上げ合格

候補者に対する入学意思の確認を行う。本校校長は、募集人員を充足した後、繰上げ合格者となら

なかった繰上げ合格候補者に対して、入学者決定事務終了通知書（様式８）により入学者決定事務

の終了を通知する。 

 

第10 入学辞退届の提出 

入学許可予定者のうち、保護者の転勤等の事情により入学を辞退する者は、入学辞退届（様式

11）を本校校長に速やかに提出する。 

 

第11 本人得点の開示 

第11－１ 受検者又は受検者の保護者（以下「受検者等」という。）の手続 

(1) 受検者等は、適性検査等の本人得点の開示請求書（様式は本校校長が定める。以下「開示請求

書」という。）により、本校校長に対して適性検査等における本人得点の開示を請求することが

できる。その際、受検票や身分証明書など、本人確認ができるものを提示すること。ただし、保

護者が開示を請求する場合は、受検票と保護者の本人確認ができるものの両方を提示すること。

また、受検者等は、請求時に検査得点表（様式14）の交付日等が記載された受付票（様式は本校

校長が定める。）を受領する。 

なお、上記の手続きによらず、「東京共同電子申請・届出サービス」（以下「電子申請」とい

う。)により開示を請求することができる。 

(2) 受検者等は、請求時に示された交付日以降に、受付票を提示して、受検票や身分証明書などによ

り本人確認を受けた後、受付票と引換えに検査得点表(様式14)を受領する。電子申請を利用した場
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合は、受付完了通知のメールに記載されている交付日以降に、受付完了通知のメール本文を提示し、

受検票や身分証明書などにより本人確認を受けた後、検査得点表を受領する。ただし、保護者が受

領する場合は、受検票、保護者の本人確認ができるもの及び受検者と保護者との関係を証明するも

の（住民票の写しなど）を提示すること。 

また、交付期限は、受付票に記載された交付日から３か月とし、交付期限までに受検者等が受

領に来なかった場合は、当該請求を無効とする。 

第11－２ 本校での手続 

(1) 受検者等から本校校長に適性検査等の本人得点の開示請求があった場合、本校校長は受検者等

であることを受検票や身分証明書などで確実に確認の上、開示請求書により請求を受け付ける。

ただし、保護者から開示請求があった場合には、受検票と保護者の本人確認ができるものの両方

を確認の上、請求を受け付ける。また、本校校長は、受付時に検査得点表（様式14）の交付日等

を記載した受付票を交付する。電子申請による適性検査等の本人得点の開示請求があった場合、

本校校長は、「電子申請連携システム」により、請求内容を審査し、請求を受け付ける。 

(2) 本校校長は、適性検査等の本人得点の開示に当たり、受検者等に受付票を提示させるととも

に、受検者等であることを受検票や身分証明書などで確認の上、受付時に受検者等に交付した受

付票に記載した交付日以降に、受付票と引換えに、当該受検者の検査得点表（様式14）を個別に

交付する。ただし、交付の対象が保護者である場合は、保護者であることを、受検票、保護者の

本人確認ができるもの及び受検者と保護者の関係を証明するもの（住民票の写しなど）で確認の

上、交付する。 

なお、開示請求書は当該募集における合格発表日以後に受け付けることとし、検査得点表（様式

14）の交付日については本校校長が定める。 

(3) 実施要綱に基づく開示請求は、令和５年８月３１日（木）を受付終了日とする。 

なお、実施要綱に定める受付開始日から受付終了日までの期間以外における開示請求について

は、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例第１１３号）に基づき行うものと

する。 

 

第12 特別措置 

(1) 障害のある受検者のうち障害による適性検査等実施上の特別措置（面接、作文又は実技検査に

おける特別措置を含む。）を希望する者は、小学校長を経由して、令和４年１２月１６日（金）

までに、特別措置申請書（様式15）により、本校校長に申請する。 

適性検査等の実施は通常の受検者と同一とする。ただし、通常の検査方法では受検が困難と認

められる者については、検査問題等の程度を変えない範囲で、検査方法（問題・解答用紙の拡

大、ＩＣＴ機器の使用、介助者（代筆者、音読者等を含む。）の同行等）、検査時間及び検査会

場について適切な措置を講ずる。 

特別措置申請を受け付けた本校校長は、特別措置申請の内容にかかわらず、速やかに都立学校

教育部高等学校教育課入学選抜担当に報告し、協議すること。 

(2) 事故や病気等により、通常の適性検査等の方法で受検することが困難な受検者で、適性検査等

実施上の特別措置を希望する者は、小学校長を経由して、状況発生後直ちに特別措置申請書（様

式15）により、本校校長に申請する。 

適性検査等の実施は通常の受検者と同一とする。ただし、通常の検査方法では受検が困難と認

められる者については、検査問題等の程度を変えない範囲で、検査方法、検査時間及び検査会場

について適切な措置を講ずる。 

本校校長は、検査方法の特別措置を必要と認めた場合には、直ちに都立学校教育部高等学校教

育課入学選抜担当に電話連絡する。 

なお、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条により小学校長が出席停止にする

ことができるインフルエンザ等の学校感染症（新型コロナウイルス感染症を含む。以下「インフ

ルエンザ等」という。）に罹（り）患した者又は新型コロナウイルス感染症への感染が疑われ、

受検日現在、濃厚接触者として健康観察や外出自粛を要請されている者及びＰＣＲ検査（行政検

査）の結果を待っている者（これから検査を受ける予定の者を含む。以下「新型コロナウイルス

感染症への感染が疑われる者」という。）は、受検することはできない。ただし、小学校長が出

席停止を解除している場合又は症状により学校医その他医師において感染のおそれがないと認め

られた場合は、受検を認める。その際、特別措置申請書（様式15）により別室による受検等を申

請する場合は、医療機関からの証明書や小学校長がインフルエンザ等による出席停止を解除して
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いることについて証明する書類を添付すること。また、濃厚接触者として健康観察や外出自粛を

要請されている者と判断されてから健康観察や外出自粛を要請されている期間が経過していない

者でも、以下のアからエまでの全ての条件を満たす場合は、別室での受検を認める。その際、特

別措置申請書（様式15）により別室による受検等を申請すること。 

  ア 保健所が紹介した医療機関において、医師の診断により行われるＰＣＲ検査（行政検査）の

結果、陰性であること（結果が判明するまでの期間は受検不可とする。）。 

  イ 受検当日も無症状であること。 

  ウ 電車、バス、航空機(国内線)、旅客船などの公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する

場所を避けて検査会場に行くこと。 

なお、タクシー等を利用する場合は、以下のような条件がある。 

（ア）業界団体が策定した感染対策ガイドライン等に基づき、感染対策を講じている車両等を利用

すること（例：マスク着用、アクリル板やビニールカーテン等の飛沫対策、換気、助手席に座

らないこと 等）。 

（イ）利用車両等が特定できるよう、行政検査が陰性・無症状である濃厚接触者であることを告げ

た上で、予約を行い、他の乗客と乗り合わせせずに利用すること（流しのタクシーは利用しな

いこと）。 

  エ 終日、別室で受検すること。 

 (3) (2)にかかわらず、受検日に３７．５度以上の発熱が認められた者は、受検することはできな

い。 

(4) 特別措置申請後、志願を取りやめる場合は、申請者は速やかに小学校長を経由して、本校校長

に志願の取りやめの連絡をする。 

 

第13 その他 

本募集要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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○海外帰国・在京外国人生徒枠募集（一般枠との併願を含む） 

令和５年度における海外帰国・在京外国人生徒の入学者決定は、「令和５年度東京都立中等教育学校

及び東京都立中学校入学者決定に関する実施要綱・同細目」の「海外帰国・在京外国人生徒入学者決定

に関する実施要綱」による。 

 

第１ 日程 

募 集 区 分 海外帰国・在京外国人生徒枠募集（一般枠との併願を含む） 

出願受付 

令和５年１月 ９日（月） 午前９時から午後３時まで 

令和５年１月１０日（火） 午前９時から正午まで 

本校窓口への持参により受付 

[注意] 本校の一般枠募集を併願する場合は、一般枠募集の出願書類も持参の上、 

同時に提出すること。 

受検票交付 出願受付時に窓口にて直接交付 

検  査 令和５年１月２５日（水） 

発  表 
令和５年１月３１日（火） 午前９時 
校内に掲示及び本校ホームページに掲載 

入学手続 令和５年１月３１日（火） 午前９時から午後１時まで 

 

第２ 募集人員 

 「令和５年度都立高等学校等第一学年生徒募集人員」に定める。 

 

第３ 応募資格 

第３－１ 本校の海外帰国・在京外国人生徒枠募集に入学を志願することのできる者は、以下のとおり

とする。 

(1) 日本国籍を有する者は、次の表①欄の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当し、中学校、特別支援

学校の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍していない者で、

かつ、②欄中の(ｱ)又は(ｲ)のどちらかに該当し、さらに、③欄中の(ｱ)又は(ｲ)のどちらかに該

当する者とする。 

① 

(ｱ)  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、特別支援学校の小学部又は義

務教育学校の前期課程（以下「小学校」という。）を令和５年３月に卒業又は修了（以下「卒

業」という。）する見込みの者 

(ｲ)  文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設（日

本人学校）の当該課程を令和５年３月に修了する見込みの者 

(ｳ)  令和５年３月３１日までに、外国に所在する学校（以下「現地校」という。）において、日

本の６年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成２２年

４月２日から平成２３年４月 1日までの間に出生した者 

②  

(ｱ) 保護者（本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合

は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。以下、本募

集要項において同じ。）に伴い連続して２年以上海外に在住している者（連続した２箇学年の

課程を修了する見込みの者又は既に修了した者を含む。）。 

なお、保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して２年以上海外に在

住している者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は都内に在住して

いる場合に限る。 

(ｲ) 保護者に伴い連続して２年以上海外に在住していた者（連続した２箇学年の課程を修了す 

   る見込みの者又は既に修了した者も含む。）で、入学日現在当該海外在住期間終了後２年以内 

の者。ただし、入学日現在当該海外在住期間終了後２年を超える者のうち、帰国日が令和３年

３月１日以降の者については、入学日現在当該海外在住期間終了後２年以内とみなす。 

なお、保護者が父母である場合は、父母のどちらか一方に伴い連続して２年以上海外に在 

住していた者でもよい。ただし、本人と同居していない父又は母は、海外又は都内に在住して
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いる場合に限る。 

③ 

(ｱ)  保護者（保護者が父母である場合であって、父母のどちらか一方が海外勤務のため海外に

在住している場合は、他方の父母）と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続

き都内から通学することが確実な者、あるいは、都外に所在する都立若しくは区立特別支援

学校の小学部等を卒業する見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京

都の措置児童で、小学校を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ

転居することが確実な者 

    なお、東日本大震災（平成２３年３月１１日発生）、平成２８年熊本地震（平成２８年４月 

１４日発生）、平成３０年７月豪雨、平成３０年北海道胆振東部地震（平成３０年９月６日発

生）、令和元年台風第１９号又は令和２年７月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災

害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住

することが困難になった者（以下「災害に伴う被災者」という。）で、父母のどちらか一方と

入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人

の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。また、災害に伴

う被災者で、既に都内に避難し都内小学校に在学する者については、事情により都内に住民

票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が

保護者と同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者

とし、小学校の校長（以下「小学校長」という。）は具申書（様式 12）を提出すること。 

(ｲ) 第３－２に定める応募資格の審査を受け、承認を得た者 

 

(2) 外国籍を有する者は、次の表①欄の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当し、中学校、特別支援学校

の中学部、中等教育学校の前期課程又は義務教育学校の後期課程に在籍していない者で、かつ、②

欄中の(ｱ)又は(ｲ)のどちらかに該当する者とする。 

① 

(ｱ)  小学校を令和５年３月に卒業する見込みの者で、入国後の在日期間が入学日現在原則とし

て２年以内の者。ただし、入学日現在当該海外在住期間終了後２年を超える者のうち、入国日

が令和３年３月１日以降の者については、入学日現在当該海外在住期間終了後２年以内とみ

なす。 

(ｲ)  令和５年３月３１日までに、日本国内において、外国人学校の教育により日本の６年の義

務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者で、かつ、平成２２年４月２日から

平成２３年４月１日までの間に出生した者 

(ｳ)  令和５年３月３１日までに、現地校において、日本の６年の義務教育相当の課程を修了す

る見込みの者又は修了した者で、かつ、平成２２年４月２日から平成２３年４月１日までの

間に出生した者 

② 

(ｱ)  保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学すること

が確実な者、あるいは、都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校の小学部等を卒業す

る見込みの者又は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校

を卒業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが確実な

者 

なお、災害に伴う被災者で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有すること

が確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する

者についても、志願することができる。 

    また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内小学校に在学する者については、事情

により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。

その際、志願者が保護者と同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であ

ると認められる者とし、小学校長は具申書（様式 12）を提出すること。 

(ｲ)  第３－２に定める応募資格の審査を受け、承認を得た者 

 

第３－２ 応募資格審査等が必要な場合 

次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者は、東京都立中等教育学校及び東京都立中学校応募
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資格審査取扱要項（４９ページ）に定める手続等により応募資格の審査を受け、出願についての承

認を得る必要がある。応募資格の審査及び出願についての承認は、本校校長が行う。 

なお、次の(1)から(5)までにおいて、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事

情により都内に志願者と同居できないときは、父又は母のどちらか一方と同居すればよい（(3)又は

(4)において身元引受人がいる場合を除く。）。その際、理由書（様式応６）及び父母のどちらか一

方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類の提出が必要である。 

(1) 保護者とともに都内に住所を有し、そこから都外の小学校に通学している者 

(2) 前記第３－１(1)③欄及び(2)②欄の規定にかかわらず、住所が都外に存する者のうち、保護者

とともに入学日までに都内に転入することが確実な者 

(3) 前記第３－１(1)①欄(ｲ)若しくは(ｳ)又は第３－１(2)①欄(ｳ)に該当する者のうち、保護者とと

もに入学日までに都内に転入することが確実な者。ただし、前記第３－１(1)①欄(ｲ)又は(ｳ)に該

当する者で、特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は、保護者に代

わる都内在住の身元引受人がいて、かつ、保護者(保護者が父母である場合は、父又は母のどちら

か一方でよい。)が志願者の入学後１年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが確実である

ことが必要である。 

(4) 都内の島しょの小学校を卒業する見込みの者で入学日までに島しょ以外の都内へ転居すること

が確実な者（保護者とともに転居する者又は身元引受人の住所に転居する者）は、島しょからの

転居に関する申立書（様式13）を提出することにより、応募資格の審査に代える。 

(5) 前記第３－１(2)①欄(ｲ)に該当する者 

(6) 前記第３－１(1)③欄(ｱ)なお書及び第３－１(2)②欄(ｱ)なお書に該当する者は、転居に関する申

立書（様式応３）及び転居を証明する書類（身元引受人と同居する場合は身元引受人承諾書（様式

任意）及び身元引受人の住民票記載事項証明書（様式応２））並びに罹（り）災証明書又は被災証明

書等、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住所を有し、被災したことを

証明する書類を提出することにより、応募資格の審査に代える。 

 

第４ 出願 

第４－１ 出願方法 

(1) 本校の海外帰国・在京外国人生徒枠募集を志願する者は、他の都立中学校及び千代田区立九段中

等教育学校への出願はできない。 

(2) 志願者は、本校校長宛てに、出願に要する書類等を出願受付日に持参により提出する。郵送によ

る出願は受け付けない。 

  なお、一度提出した出願に要する書類等は返却しない。 

第４－２ 出願手続 

志願者は、本校の海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集の両方に出願することができる。

ただし、海外帰国・在京外国人生徒枠募集の合格者となった者は、一般枠募集を受検することはでき

ない。 

志願者は、次の書類等を本校校長宛てに、持参により提出する。 

なお、本校の海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集の両方を併せて出願する場合は、海外

帰国・在京外国人生徒枠募集の出願期間中にそれぞれの出願に要する書類をまとめて持参し、提出す

る。その場合は、「令和５年度東京都立立川国際中等教育学校入学願書」（本校所定様式）の「一般枠

募集併願」の欄の「□有（Yes）」の□にチェックを入れる。その際、報告書（理由書（様式任意）等

を含む。）及び応募資格審査関係書類はそれぞれ１通でよいが、その他の出願書類及び入学考査料は

海外帰国・在京外国人生徒枠募集と一般枠募集の募集区分ごとに必要である。 

(1) 出願に要する書類 

ア 入学願書（本校所定様式） 

  イ 海外における最終学校の成績証明書又はこれに代わるもの（日本の６年の義務教育相当の課程

を修了する見込み又は修了したことが分かるもの） 

なお、小学校に在学している者は報告書(様式３)を提出する。 

ウ 応募資格審査関係書類（本募集要項第３－２ に該当する者のみ） 
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  エ 外国籍を有していることを証明する住民票記載事項証明書（様式応２）又は公的機関発行の書

類(外国籍を有する者のみ) 

  オ 入国後の在日期間が入学日現在２年以内であることを証明する公的機関発行の書類（本募集要

項第３－１(2)①(ｱ)に該当する者のみ） 

カ 入学考査料 ２，２００円（所定の納付書により、納付書裏面に記載の納付場所で納付した領

収証書を入学願書の裏面に貼り付ける。） 

  キ 海外在留証明書（本校所定様式）又はこれに代わるもの（海外帰国生徒のみ） 

    保護者の勤務先等が作成した、滞在期間（２年以上）、在留地のほか、志願者が保護者とともに

海外に在留していたことが明記されているもの  

  ク 生活の記録（本校所定様式）      

第４－３ 受検票の交付   

  志願者の入学願書等を受け付けた本校校長は、海外帰国・在京外国人生徒枠募集の受検票を出願

受付時に直接交付する。 

なお、本校の一般枠募集を併願する場合、一般枠募集の受検票は令和５年１月２５日(水)までに

郵送(簡易書留)により交付する。 

第４－４ 応募状況の発表 

  応募状況の発表は、校内の掲示及び本校ホームページへの掲載により行う。発表の日時は、別に

定める。 

 

第５ 検査等の実施 

第５－１ 検査内容 

本校の特色に照らし、入学を希望する児童の将来の進路に対する目的意識、６年間の一貫教育の

中で学ぼうとする意欲、課題発見・解決能力、集団への適応性等、中高一貫教育校で求められる適

性をみるとともに創造力や協調性をみるものとする。 

第５－２ 検査等の方法 

  面接及び作文を実施する。成績証明書等又は報告書は面接資料として活用する。（点数化しな

い。） 

 (1) 面接 

日本語又は英語による面接で、志望の動機、意欲等を総合的にみる。面接の一部でパーソナ

ル・プレゼンテーションを行う。 

 (2) 作文 

   与えられたテーマに基づいた、日本語又は英語による作文で自分の考えを表現する力をみる。 

第５－３ 検査時間等 

 

第６ 入学者を決定するための手続等 

第６－１ 検査等の取扱い 

  海外帰国・在京外国人生徒枠募集の入学者決定には、面接、作文の結果を点数化したものを、換算

して総合した成績（以下「総合成績」という。）を用いる。 

  それぞれの検査の満点は、以下のとおりとする。 

面接の満点 作文の満点 
総合成績 

（得点合計の満点） 

４００点 ６００点 １０００点 

 開始時刻～終了時刻 時間 実施内容 

集合 午前 ８時３０分   

第１時限 午前 ９時００分 ～ 午前９時４５分 ４５分 作文 

第２時限 午前１０時０５分 ～ ２０分程度 面接 
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第６－２ 合格候補者の決定  

  本校校長は、次の(1)から(3)までにより合格候補者を適切に決定する。 

なお、合格候補者を決定するための順位を定めるに当たっては、同順位が出ないようにする。 

(1) 海外帰国・在京外国人生徒枠募集における募集人員に相当する人員まで、本校校長が定めた入学

者の決定の方法により総合成績の順に決定し、これを海外帰国・在京外国人生徒枠募集における合

格候補者とする。 

(2) 海外帰国・在京外国人生徒枠募集における合格候補者の人員は、海外帰国・在京外国人生徒枠募

集における募集人員を超えない。 

(3) 募集人員に対して過不足のないように入学者を決定するため、海外帰国・在京外国人生徒枠募集

の合格候補者となっていない者のうちから、総合成績の順により、一定数の者を繰上げ合格候補者

として決定する。 

第６－３ 合格者等の決定    

本校校長は、選考委員会の資料により海外帰国・在京外国人生徒枠募集の合格者及び繰上げ合格候

補者を決定する。 

 

第７ 合格者等の発表  

合格者の発表は、校内の掲示及び本校ホームページへの掲載により行う。 

なお、海外帰国・在京外国人生徒枠募集の合格者には海外帰国・在京外国人生徒枠募集合格通知書

（本校所定様式）を交付する。繰上げ合格候補者には繰上げ合格候補者通知書（本校所定様式）を郵

送により交付する（令和５年１月３１日（火）郵送）。 

 

第８ 入学手続 

本募集要項の一般枠募集第８の規定を準用する。 

 

第９ 繰上げ合格者の決定  

本募集要項の一般枠募集第９の規定を準用する。ただし、繰上げ合格者の決定に要する書類は、本

校所定の様式とする。 

 

第 10 入学辞退届の提出 

本募集要項の一般枠募集第 10の規定を準用する。 

 

第 11 本人得点の開示 

本募集要項の一般枠募集第 11の規定を準用する。 

 

第 12 特別措置 

本募集要項の一般枠募集第 12の規定を準用する。 

 

第 13 その他 

本募集要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 


